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被疑者松井一貸には被選挙権が無いことの決定請求事件

被告 広 島市選挙管理員会

広島地方裁判所民事第 2部 合 2イ 係御中

答弁書

平成 31年 4月 10日
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委員 長  二 囲  則 昭

指定代理人 橋 場 聡 子
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国府 田 澄 江
 蓬 塞勤

久保 正 義

平成 31年 3月 27日 付け訴状訂正後の請求の趣旨に対する答弁

1 原 告の請求 をいずれ も却下する。

2 訴 訟費用は、原告の負担 とする。

との判決を求める。



被 告 の主張

請求 の趣 旨第 1項 は、地方 自治 法第 143条 によ り被 告 に対 して松

井 一貸 の被選 挙権 の有 無 の決 定 をせ よ とす る もので あ るが 、 同条所 定

の決定 をす る権 限 は、 当該普 通 地方 公共 団体 の選 挙管 理委 員 会 の 自主

的判 断 にゆだね られ 、 もっぱ らそ の専権 に属す る もので あ り、 同法条

所 定 の決定 は他 か らの 申 し立 て をまたず 当該選挙 管 理委員 会 の職権 に

よ り行 われ るか ら原告 の よ うな 当該 普通 地方 公共 団体 の住 民 には 申 し

立 て権 はな い (大阪高等裁 判所 昭和 54年 7月 27日 第 五 民事 部 判 決 、

判例 タイ ムズ 404号 94頁 )。 よ って 、原 告 の訴 え は不適 法 で あ る。

また、仮 に本 件 を行 政事 件 訴 訟 法第 3条 第 6項 第 1号 の義 務付 けの

訴 え と解 され る と して も、 この訴 え は 同法第 37条 の 2第 3項 に定 め

られ て い る とお り、「行 政庁 が 一定 の処 分 をすべ き 旨 を命 ず る ことを求

め る につ き法 律 上 の利益 を有 す る者」 に限 り提 起 す る ことが で き る と

され て い る と ころ、原告 にはそ の利益 がな いか ら不適 法 とな る。 ここ

で 「法 律 上 の利 益 を有 す る者 」 とは、 当該処分 によ り自己 の権 利 若 し

くは法律 上保 護 され た利 益 を侵 害 され 、又 は必 然 的 に侵 害 され るおそ

れ の あ る者 をい うとされ て い る。そ して 、地方 自治法第 143条 第 1

項 は、普 通地方 公 共 団体 の長 が被選挙権 を有 しな くな った とき又 は 同

法第 142条 の規 定 に該 当す る とき の失職 な らび にそ の被選 挙権 の有

無 又 は 同条 に該 当す るか ど うか につ いて 当該普通 地方 公 共 団体 の選 挙

管 理委員 会 が決定 しな けれ ばな らな い と規 定 され て い る。この規 定 は、

被 選 挙権 を有 しな い者 が普 通 地方 公共 団体 の長 とい う公 の地位 に と ど

まる ことは一般 的公益 に反す る との趣 旨か ら定 め られ た もので あ って 、

個 々人 の個 別 的利 益 の保 護 を 目的 と した もので はな い。 したが って 、

原告 は、前記 の 「決定 」 が な され るか否 か につ いて 、 自己 の権 利 若 し

くは法 律 上保護 され た利 益 を侵 害 され 、又 は必 然 的 に侵 害 され るおそ



れ の あ る者 とは いえな い。 よ って 、原告 の請求 の趣 旨の よ うな 申 し立

て は不適 法 で あ る。

同第 2項 につ いて は、前記 松 井 一
貸 につ いて選 挙権 な らび に被選挙

権 を有 しな い ことの決定 を求 め る もので あ るが 、公職 選挙 法 に違 反 し

た場合 に選 挙権 な らび に被選 挙権 を有 す るか否 か につ いて 、決定 す る

ことは被告 の権 限で はな く、 この よ うな権 限が な い ことにつ いて被 告

に申 し立 て る ことは不適 法 で あ る。

同第 3項 は、被 告 が平 成 31年 4月 7日 執行 の広 島市 長選 挙 の告 示

日以 前 に広 島市長松井 一
賛 が被選 挙権 を有 さな い ことを決 定 しな か っ

た行 為 は公職 選 挙 法第 226条 の選 挙 の 自由妨 害罪 で あ り、被告 の委

員 がそ の職 務 を怠 り、そ の職権 を乱用 して選 挙 の 自由 を妨 害 した ので 、

4年 以 下 の禁鋼 に処 す る、 に該 当す る とい うもので あ る とす る。 しか

し、 このよ うな特 定 の行 為 が 一
定 の犯 罪 に該 当す るか否 か につ いて 、

被告 は決定 す る権 限 はな く、 このよ うな 申 し立 て は不 適 法 で あ る。

同第 4項 は、被告 の委員 長 につ いて第二 者 委員 会 の委 員 長 を務 め る

ことを禁止 す る もので あ る と ころ、被告 は、原告 の主張す る第二 者 委

員会 とは関係 もな く、被 告 には 同委員会 につ いて何 らの権 限 もな いた

め 同項 の 申 し立 て は、不 適 法 で あ る。

以 上 の とお り原告 の請 求 は、 いずれ も不適 法 で あ るか ら却 下 され る

べ きで あ る。


